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ESG関連投資の今後の展望と金融システムに対する
気候変動リスクへの関心の高まり

国際大学研究所IUJリサーチフェロー　阿由葉 真司

近年、気候変動リスクの高まりを背景に、環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）の観点で投資銘柄を
評価するESG投資や環境に配慮したインフラストラクチャーの資金調達のためのグリーンボンドの発
行が世界的な広がりを見せている。本稿は、E S G投資やグリーンファイナンスの両輪である情報開示
とリスク分析の現状や気候変動リスクへの各国の金融制度面での対応を踏まえ、今後のE S G関連投
資や制度設計に係る方向性を展望するものである。

1. ESG関連投資の現状
　E S G投資は、世界的な景気拡大に基づく投資
資産の増加を背景に堅調に拡大し、2018年には
全世界で30兆ドルを超える規模に拡大した（図
表1）。GSIA1統計では2年に一度、主要マーケッ
トのE S G投資金額を発表しているが、これによ
れば、どの地域も堅調に投資金額を伸ばしてい

ることが分かる。特に、日本においてはE S G投
資への関心の高まりを背景にE S G投資の金額
の伸びが著しい。一方、投資金額全体に占める
E S G投資が占める割合については全世界ベース
では4割程度と、横ばいで推移している。主な
要因は、日本、カナダ、豪州等でE S G投資は大
きく拡大したものの、最大市場である欧州地域

図表 1　地域別 ESG 投資のトレンド（単位：10 億米ドル）

地域
ESG 投資 ESG 投資比率

2014 2016 2018 構成比 増減率 
（年率） 2016 2018

欧州 10,775 12,040 14,075 45.9 8.1 52.6 48.8

米国 6,572 8,723 11,995 39.1 17.3 21.6 25.7

カナダ 729 1,086 1,699 5.5 25.1 37.8 50.6

豪州／ニュージーランド 148 516 734 2.4 19.3 50.6 63.2

日本 7 474 2,180 7.1 114.5 3.4 18.3

全世界 18,231 22,839 30,683 100.0 15.9 39.0 38.0

（出所）GSIA

1　Globa l Sus ta inab i l i t y Inves tment Assoc ia t ion .
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において、E S G投資比率が52.6％（2016年）
から48.8％（2018）と減少に転じたことに基づ
く。また、米国においてもE S G比率の拡大は他
の地域に比較するとスローペースとなっている。
株式市場の世界的な拡大基調や、特に日本にお
いて引き続き、E S G投資の浸透が期待できるこ
とから、E S G関連投資については今後も堅調な
拡大が期待できるものの、足下、欧州や米国に
おける拡大スピードの頭打ちに留意が必要とさ
れる。例えば、米国では、E S G投資は運用費用
の増加につながることから、受託者責任の観点
で、敢えてE S G投資をしない選択をする年金基
金も一部であるが出てきている。
　グリーンボンドの発行額は近年、急速に拡大
している（図表2）。2018年の発行額は1,690億
ドルに達し、過去最大金額を更新した。国別に
は米国が390億ドルと最大発行国となっており、
発行金額全体の2割のシェアを有する。特に、
米国の発行額の躍進には、住宅金融支援機関で
あるファニーメイのグリーンボンドの発行（201
億ドル）が大きく貢献している。次点は、前年発
行額1位の中国であり、発行金額は310億ドルで、
ほぼ米国の発行額と拮抗している。このうち中
国工商銀行発行がグリーンボンド（96億ドル）の
発行額で中国全体の1/3を占める大口発行体と
なっている。
　国際決済銀行（B I S）統計によると世界の公社
債市場は100兆ドル（2017）の規模に達する。
この数字を基にすれば、グリーンボンドのシェ

アは全体の0.2％を占めるに過ぎず、今後もグ
リーンボンドの発行余地は大きいことが分かる。
グリーンボンドは、発行者の視点から、気候変
動リスクに対応するための社会インフラ建設資
金の調達手段として有力であり、投資家の視点
でも、グリーン関連銘柄の選好が高い現状、グ
リーンボンドには高いニーズが寄せられている。
今後の留意点は、どれだけ「グリーン」に合致す
る資金需要が生じるかということであるが、現
状の新興国における気候変動対策費用及び必要
とされるインフラストラクチャー整備を鑑みれ
ば、特段、憂慮する必要はないであろう。別な
論点では、現状、グリーンボンドの発行利率は
信用力が同じであれば、同格の債券に比較して
高くなる「グリーンプレミアム」が生じている。
これは、グリーンボンドの発行が通常の債券に
比較してコストが嵩むためである。グリーンボ
ンドの発行目的をみると、高速鉄道の建設やビ
ル建設といった、気候変動リスクの低減効果が
曖昧なものもみられる。今後のグリーンボンド
市場の拡大のためにも、グリーン認証基準をよ
り多くの発行者が準拠するような仕組みづくり
や発行コスト低減策が必要とされよう。

2. ESG関連情報開示の現状
　E S Gリスク分析に必要不可欠なデータの基
となるE S Gレポートの発行状況については、
K P M Gが2017年に発表した企業による社会的
責任レポートの発行状況に係る調査2が詳しい。

図表 2　グリーンボンドの発行額推移（単位：10 億米ドル）

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

グリーンボンド発行額 (A)  3  11  37  42  87  161  169 

公社債市場規模 (B)  90,600  90,167  88,638  88,816  91,918 100,134 n.a.

(A)/(B) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% n.a.

（出所）Climate Bonds Initiative、国際決済銀行（BIS）

図表 3　企業の非財務状況開示状況

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2013 2015 2017

G250 n.a. n.a. 35% 45% 64% 83% 95% 93% 92% 93%

N100 12% 18% 24% 18% 41% 53% 64% 71% 73% 75%

（出所）KPMG

2　The road ahead , The KPMG Survey o f Corpora te Respons ib i l i t y Repor t ing 2017参照。
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本調査によれば、主要株式市場におけるこれら
のレポートの発行は、過去10年間で大きく進展
し、各国のトップ企業の多くが、程度の差はあ
れども、E S Gに係る情報を開示していることが
示された（図表3）。G250はフォーチュン500企
業の売上規模トップ250企業であり、N100は米
国、日本をはじめとした先進国からメキシコ、イ
スラエルといった新興国をカバーする49 ヵ国に
おけるそれぞれの国での売上規模トップ100企
業3としている。2017年時点では、G250の企
業であれば殆どの企業が、N100のレベルであっ
ても4社に3社は非財務情報の開示を実施してい
ることとなる。企業によるESG関連情報開示は、
グローバルにかなり進んでいると評価できる。
　一方、年金基金や機関投資によるE S G情報の
開示は、現状、残念ながらあまり進んでいない。
例えば、 Wi l l s Towers Watson社が毎年発表
している年金基金の上位300社のうち、何らか
の形でE S G情報を発表している機関は32基金
であり、E S G投資情報に特化した所謂E S Gレ
ポートを発行している年金基金は15基金に過ぎ
ない4。情報開示をしている基金の所在国は、ス
ウェーデン、デンマーク、英国、米国、日本、
ノルウェー、オランダ、カナダ等、先進国の中
でも特定国に偏っていることが示された。また、
新興国においては、マレーシア、南アフリカな
どの年金基金はE S G情報を開示をしているもの
の、E S Gレポート発行といった詳細なリスク分
析を開示するには至っていない。全般的に、機

関投資家のE S G情報開示は、企業のE S G情報
開示に比較して、遅れていることが示された。
　更に、E S Gレポートを発行している年金基金
の間でも、その開示内容に大きな差がある。世
界の年金基金において、E S Gレポートを発行し
ているトップ9の年金基金のE S Gレポートを別
表に示されるガバナンス、ESG戦略、係数管理、
リスクマネジメント、他のアセットクラスへの
適用といった30項目でその開示内容を評価する
と、図表4のような結果となる。
　まず、オランダ（A B P、P M M G）、デンマー
ク（ATP）といった欧州の年金基金のESGレポー
トの開示が他の年金基金と比較して、充実して
いることが示された。特にオランダの年金基金
のE S Gレポートは、E S Gファクターの国連持
続可能な開発目標（S D G s）への関連づけや、第
三者による内容監査、将来のE S G投資金額の開
示やコミットメント表明など、先進的な取り組
みが多数みられる。更に、欧州の年金基金を中
心にとりあげられているポートフォリオから生
じる温暖化ガスの排出量の計測やグッドプラク
ティスのケーススタディは、読み手のE S Gリス
クの理解深耕の観点で、参考になる事例と言え
る。また、カナダや米国の年金基金では、E S G
レポートの中で、地域経済への影響等を踏まえ
シェールガスへの投資を継続している点を詳細
に説明している。このように、E S Gの観点でポ
ジティブな投資だけでなく、ネガティブな投資
を継続している点についても適切に情報開示し、

図表 4　年金基金による ESG レポートの開示内容の比較分析

評価基準 項目数 ABP
（蘭）

ATP
（デンマーク）

PMMG
（蘭）

CCP
（加）

GPIF
（日）

NBIM
（ノルウェー）

Ontario
（加）

Calstras
（米）

NYSCRF 
（米）

1. ガバナンス 8 3 5 2 5 5 3 2 1 2

2. E SG 戦略 8 6 4 5 3 1 3 4 2 1

3.  係数管理 3 2 1 2 1 3 0 1 0 0

4. ESG リスク管理 9 7 7 7 5 4 6 4 3 0

5. 他のアセットクラス
への適用 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0

評価項目／得点 30 18 18 16 15 13 12 11 7 3

（出所）筆者作成

3　調査ベースは4,900社。対象国は当該調査52頁参照。
4　GPIF調べ。
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説明を行うというスタンスは、バランスの取れ
たE S G情報の開示として評価されよう。しかし
ながら、これらの分析は上場株式ポートフォリ
オに対して実施されているものであり、他のア
セットクラス、例えば、公社債ポートフォリオ
に係るE S Gリスク分析を開示している年金基金
は現状ない5。このように、E S Gリスク分析の
適用余地はまだ大きく残されている。
　このように、機関投資家によるE S G情報開示
は始まったばかりであり、最も進んでいる機関
の情報開示に関しても、開示内容に大きな差が
ある状況である。機関投資家のE S Gに係る情報
開示を促すと共に、機関毎のE S Gパフォーマン
スの比較検討を可能とするために、開示内容の
標準化も合わせて進めることも必要とされよう。
この観点で、別表に示されるようなE S Gレポー
トの開示内容の項目化は、E S Gレポートの内容
の標準化につながるだけでなく、E S Gレポート
の発行を検討している機関が開示内容を検討す
る際の参考となり、発行を促す契機となろう。

3. ESG情報開示の基準と情報開示を巡る動き
　E S Gリスクの情報開示基準に関しては、G R I
が最も多く利用されている。G R Iとはグローバ
ル・レポーティング・イニシアィブの略であり、
現在、世界中で4,000を超える企業がG R I基準
を採用していると言われている6。G R Iでは環
境基準から社会的基準まで企業が開示するべき
項目に関して詳細に定義している。例えば、環
境分野ではガスや石油等のエネルギー使用量、
水、C O2などの排出量などが、社会分野では地
元コミュニティへの配慮、労働者の人権への配
慮、消費者保護への取り組みなどが開示情報と
して指定されている。一方、最近ではT C D F基
準が注目されている。導入企業数は世界全体で
792社7と、昨年9月のOne P l ane tサミット時
の513社から約1年で300社近く増加するなど、

急速に支持を集めている。T C F Dとは気候関連
財務情報開示タスクフォースの略であり、G R I
などの非財務情報開示基準を基に、賛同企業に
よる気候変動リスクの詳細な開示のルール付け
が特徴である。具体的には、賛同企業はパリ協
定にて合意された2度シナリオが実現した場合
のリスク分析の開示などが求められる。
　T C F Dは企業活動が及ぼす気候変動リスクの
把握をターゲットとする一方、E S G投資は、気
候変動リスク（Eファクター）だけでなく、社会リ
スク（Sファクター）やガバナンスリスク（Gファ
クター）といった、より広範なリスクを対象とし
ている。どちらも、いままで信用リスク分析に織
り込まれていなかった非財務リスクを可視化す
ることで、運用リスクを低減またはリターンを向
上させる点で共通しているが、カバーするリスク
の範囲が異なる。上述したように非財務情報開
示基準についてはG R Iをはじめ複数の基準が存
在するが、それぞれ定義やカバーする項目の範
囲が異なることが、企業間の比較分析の観点で
問題視されていた。このため、本年3月に、これ
らの団体が共同し各基準の整合性を向上させる
プロジェクトを立ち上げている。
　非財務情報の開示基準の標準化という観点
では、世界の中央銀行や金融監督当局など42
機関8が参画する気候変動リスクに係る金融当局
ネットワーク（N G F S）が、本年4月に、各国の
政府関係者に対し、国際的に一貫性のある情報
開示ルールを適用することの重要性を訴え、「低
酸素活動」や「気候変動・環境リスク・エクスポー
ジャーの高い活動」といった定義の開発を提言
し、中央銀行自身の投資ポートフォリオ運用にお
いてもESG投資を推進することを提唱している。
更に、欧州委員会のサステイナブルファイナン
スに関するテクニカル専門家グループ（TEG）は、
本年6月に、気候変動緩和に資する経済活動の
定義（タクソノミー）とグリーンボンド基準を発

5　現状、グリーンボンドの投資情報の開示に留まっている。
6　KPMG調べ。
7　2019年6月現在。
8　2019年7月現在。ほかに世界銀行など 8機関が オブザーバーとして参画している。
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表している。留意するべき点は、今回のT E G定
義では、原子力発電、ガス火力発電、炭素回収・
貯蔵（C C S）技術を備えた石炭火力発電は、日本
が技術優位にある分野であるものの、除外され
ていることである9。この定義は義務ではなく、
各国政府、投資家、企業に対する奨励であるも
のの、近年、E Uを中心にこの分野のグローバル
スタンダートが形成されてゆく経緯を鑑みると、
日本としても、E UにおけるE S G分野の定義の
行方をフォローする意義は高いと言えよう。
　最近、国連責任投資原則（P R I）が、機関投
資家の投資パフォーマンスをS D G sへのインパ
クトで評価する方針を提案したところ、世界で
も最大規模の年金基金の運用機関であるノル
ウェーのN B I Mが、「機関投資家は、S D G sの
実現に責務を負っているわけでなく、E S Gファ
クターの考慮は投資パフォーマンスの向上が主
目的である」と、反対する意見書を提出している。
このように、ESG投資では、ESGファクターを
考慮し投資パフォーマンスを向上させる動きと、
投資パフォーマンスよりも社会・環境へのイン
パクトを重視する動きという二方向の動きが併
存する。しかしながら、投資パフォーマンス向
上のためにE S G投資を実施する年金基金や資産
運用会社が主流であるため、投資パフォーマン
スを阻害するイニシアチブは、市場に浸透しな
い可能性があると言えよう。同時に、E S Gの定
義拡大の動きに関しては、企業に過度な負担を
求めることに繋がるおそれがあることから、慎
重に対応する必要がある。

4. ESGリスク分析の現状
　E S Gリスク分析に関しては、E S Gデータ提供
会社10によるESG関連のデータベースの整備が
急速に進み、アナリストにとって利便性が格段
に向上した。現在、これらの企業は、企業が発

表したE S Gレポートの情報をデータベースに取
り込み、それぞれ独自に開発した格付手法に基
づき、機関投資家や企業向けに詳細なE S Gリス
ク情報11を提供している。数年前と比較すると、
格段にデータのカバレッジや操作性も格段に向
上している。このようなE S Gリスク分析の広が
りを受け、大手信用格付会社においても、E S G
ファクターを信用格付分析に取り込む動きが進
んでいる。既に、S & PやM o o d y’ sなど主要な
信用リスク分析会社では、E S Gリスク評価を企
業の信用格付評価の一プロセスとして取り込み
済みであり、E S G格付とは異なり、E S Gリスク
を信用リスクの一つとして統合している。
　E S Gリスクと信用リスクの間には相関性が
高いという分析が多いが、この分野は更なる実
証分析が必要と思われる。例えば、M S C I社の
ESGインデックス12を構成している日本企業13 
のE S G格付と信用格付14の相関性を、過去（5
年前）のE S G格付がどの程度、現在の信用格付
を予測しているかという観点で分析してみた。
結果は、図表5のように、信用格付がE S G格付
に収斂するケースが12企業（17.4%）、E S G格
付及び信用格付共に不変であったケースが34企
業（49.3%）、反対に信用格付がE S G格付より
乖離するケースが22企業（31.9%）となり、言わ
れているほどE S G格付の信用格付に対する強い
予測性は見られなかった。
　ESG格付では、ESGファクターのウェイトや
ベースとなるデータに調整を施すなどして産業
毎の特徴を反映するなど、E S Gリスクの産業毎
の反映が進んでいる。このため、上記分析では、
例えば、自動車や化学に属する企業は信用格付
に比較しE S G格付が低くなる傾向がある一方、
電機・電子に属する企業は信用格付けに比較し
て、ESG格付が高くなる傾向がみられた。また、
E S G格付が低くとも信用格付が高水準で維持さ

9　ただし、CCS技術そのものは適格とされる。
10 MSCI、RobecoSAM、サスティナリティクス、Trucos tなど。
11 MSCIでは5,600銘柄の株式、26万銘柄の債券に係るESG情報を網羅している。
12 Japan  ESG  Se lec t  Leaders
13 ESG格付と信用格付を5カ年前と現時点において共通に有する69社を対象。
14 日本格付研究所（JCR）の信用格付を利用。
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れている企業や、更に信用格付が改善される企
業も見受けられた15。この分析結果は、5年程
度の中期的なリスク分析において、低E S G格付
が必ずしも将来的な信用格付の低下を示唆する
ものではないこと、また、E S G格付は非財務リ
スクを分析する上で有益なツールであるものの
限界もあることを示している。E S G格付が有す
る傾向や癖などの理解深耕が、ポートフォリオ
のリスク管理の精度向上につながると言えよう。

5. 金融システムと気候変動リスク
　現在、中央銀行では、気候変動リスクに係
る情報開示を進める動きが活発化している。先
述したN G F Sは、本年4月に、気候変動リス
クに対応するために、現在、E Uが進めている
T C F Dの提言を金融監督行政へ反映することを
提言している。金融機関へのモニタリング及び
監督にT C F D提言を組み入れることは、先述し

た2度シナリオの影響分析を各金融機関が取り
組むことを意味し、間接的にではあるが金融機
関のポートフォリオを通じて、中小企業や住宅
分野など、従来のE S Gリスク分析でカバーでき
ていない広範な分野における気候変動リスクを
カバーすることが可能となる。例えば、T C F D
の議長を務めるオランダ中央銀行（D N B）では、
自国の金融システムに対する気候変動リスクの
測定の試みが精緻に行われている。2018年に
D N Bが発表したレポート16では、図表6に示
される技術革新と気候変動に係る政策スタンス
を軸とした4つのシナリオを基に、銀行、保険、
証券（年金基金）に、どれだけインパクトが生じ
るかを試算している。
　分析結果を要約すると、最も影響の大きいダ
ブルショックケースにおいて、電力会社、化学、
鉱物関連企業の株価が半分からゼロに近い水準
まで下落し、鉱物関連企業の社債価格が4割近
く下落するとの予想がなされている。更に、こ
の結果を基に金融システムが被る影響を試算し
ており、銀行では約3％、保険では約11％、年
金基金では約10％のポートフォリオに影響が生
じるとしている。
　また、国際通貨基金（I M F）においても、加盟
国のマクロ経済状況を分析する際、気候変動リ
スクが経済・金融システムに与える影響を分析
することが議論されている。このように、気候

過去(2014)

信用格付、
ESG格付

現在(2019)

ESG格付

信用格付

信用格付 ESG格付凡例(筆者作成)

10企業

2企業

21企業

1企業

24企業

2企業

9企業

図表5　ESG格付と信用格付の相関関係

技術革新

政策スタンス

テクノロジーショック：
再生エネルギーのシェアが
技術革新により現在の倍となる

ダブルショック：
追加政策導入によりカーボン価格が
世界的に100米ドル／トンに上昇し、
技術革新により再生エネルギーの
シェアが倍になる。

Ｙes

No

消極的 積極的

信頼性ショック：
政策と技術革新への不信により、
企業及び家計が必要とされる
投資と消費を先送りにする。

政策ショック：
追加政策導入によりカーボン価格が
世界的に100米ドル／トンに上昇する。

（出所）DNB(翻訳は筆者)

図表6　DNBの金融システムに対する気候変動リスク分析のシナリオ

15　上記分析において21社、調査対象の3割がこのパターンに該当。
16　 “An  Energy  Transition  Risk  Stress  Test  f or  the  Financial  System  of  the  Netherlands”参照。
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変動リスクは金融システムに対する大きな影響
を与えるシステミックリスクとして認識されつ
つある。

6. 今後の展望
　E S G投資は、欧州や米国にて若干頭打ち感
が出てきているものの、日本や他の地域におけ
るE S G投資の更なる浸透が期待できることなど
から、今後も、堅調な成長が期待できよう。ま
た、グリーンボンドについては、世界的な気候
変動リスクの高まりを受け、発行者・機関投資
家の両者から高いニーズがあり、加えて、グリー
ンボンドで調達した資金の使途となる投資案件
も豊富にあることを鑑みれば、今後も、高い成
長が見込めよう。E S G情報の開示に関しては、
今後は、機関投資家や銀行といった金融機関の
E S G情報開示の在り方の関心が高まると予想
される。実際、年金基金といった機関投資家の
E S G情報開示は、始まったばかりであり、先進

事例においても、図表4で示されるように、開
示内容に大きな差がみられる。よって、E S G情
報の開示の裾野の拡大や質の向上が大きな関心
事項となろう。政策面では、E S Gファクターの
定義の標準化の動きと、個別企業から金融機関、
金融システム全体の気候変動リスクを把握する
方向に議論が急速に進んでいることが特徴であ
り、個別企業のE S G情報の開示以上に、金融機
関（銀行、証券、保険）のESGリスクや気候変動
リスクの把握や開示が注目されることとなろう。
この分野ではE U主導で世界標準が決定される
傾向にあることから、日本としても遅れをとら
ないよう、引き続き、欧州諸国の金融当局によ
る標準づくりの動向をしっかりとフォローする
ことが求められる。

（本稿は筆者の見解であり、所属機関やその関連組
織の見解を示すものではない。また、本稿に有り得
る誤りの全ては、筆者の責任に帰する）

別表　ESG レポ―トの評価基準
項目 チェック項目

1. ガバ ンス

1 組織としての ESG ファクターへの取組状況
2 組織としての ESG 投資の意義
3 組織としての ESG ファクターに係るポリシーや考え方
4 ESG ファクターに係る調査活動や他の機関との連携
5 ESG 評価に係る取り組み状況
6 取締役への報酬に係る開示
7 第三者による ESG リスク管理に係る監査
8 ESG ファクターの評価フレームワークに係る説明

2. ESG 戦略

9 ESG ファクターに係る長期的なコミットメントの開示
10 ESG ファクターに係るポートフォリオの変化の開示
11 ESG ファクターの SDGs に係る関係性の説明
12 ポートフォリオの地域性に係る開示
13 マテリアリティの特定とその説明
14 組織としての重要分野の特定とその説明
15 特定された重要分野の詳細説明
16 グリーンボンド投資に係る説明

3. 係数管理
17 ESG ファクターに係るインパクト分析の説明
18 ESG ファクターに係るインパクトに係る数値の開示
19 ESG ファクターのモニタリングに係る説明

4. ESG リスク管理

20 エンゲージメント戦略に係る説明
21 株主活動に係る説明
22 投資先企業との対話に係る説明
23 ステークホルダーとの対話に係る説明
24 投資先企業の紹介（ケーススタディ）
25 ESG インテグレ―ション戦略に係る説明
26 エクスクルージョン戦略に係る説明
27 ESG リスクや ESG 上問題となる投資に係る説明
28 ダイベストメント戦略に係る説明

5. 他のアセットクラスへの適用
29 他のアセットクラスに対する ESG 評価の考え方の説明
30 他のアセットクラスに対する ESG 評価の導入

（出所）筆者作成
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7月の時事世論調査
7月の時事世論調査によると、

安倍内閣の支持率は前月比1.8
ポ イ ン ト 減 の43.1%、 不 支 持
率は0.5ポイント減の31.0％で
あった。

調査は全国の18歳以上の男女
2,000人を対象に、個別面接聴
取 法で7月5日から8日に実 施。
有効回収(率)は1,234(61.7％ )。

この時期の国内の動きは、
安倍首相、イラン訪問：日本

の首相として41年ぶりにイラン
を訪問した安倍首相は、米国と
イランの緊張緩和に向けてロウ
ハニ大統領と首脳会談を行なっ
た。また、最高指導者ハメネイ
師とも会談したが、トランプ米
大統領との対話に否定的な姿勢
を示した（6月12日～ 13日）。

チケット不正転売禁止法が施
行：スポーツや音楽イベント入
場券の高額転売をインターネッ
ト上も含めて罰則付きで禁じた
チケット不正転売禁止法が、施
行された（6月14日）。

新潟で震度6強：震源は山形
県沖で、推定マグニチュードは
6.7。新潟県村上市で震度6強、
山形県鶴岡市で震度6弱の揺れ
を観測した。津波も観測され、
新幹線の運転見合わせや停電な
どが発生した（6月18日）。

最高裁が再審取り消し：鹿児
島県大崎町で1979年に男性遺体
が見つかった「大崎事件」の第3
次再審請求について、最高裁第
1小法廷は、殺人などの罪で服役
した90代女性の再審開始を認め
た鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支
部決定を取り消し、再審請求を
棄却した（6月25日）。

G20大阪サミット：日本が初

トランプ米大統領と中国の習近
平国家主席は、Ｇ20サミットに
合わせて大阪市で会談。中断し
ていた貿易交渉を再開し、米国
の新たな追加関税発動を見送る
ことで合意した（6月29日）。

板門店で米朝首脳会談：トラ
ンプ米大統領と北朝鮮の金正恩
朝鮮労働党委員長が、南北軍事
境界線にある板門店で面会、会
談した。トランプ氏は歴代の現
職米大統領で初めて北朝鮮に入
り、米朝首脳が板門店で会うの
も史上初めて（6月30日）。

政党支持率　自民党は25.6％
で、前月比2.1ポイントの減。公
明党は1.5ポイント増の4.1％、
立憲民主党は0.6ポイント増の
3.9％、共産党は0.8ポイント増
の2.6%、日本維新の会は0.6ポ
イント増の1.8％。支持政党なし
は58.3％で前月より1.1ポイン
ト減。

国民の景気感　「良くなった」
は 前 月 よ り0.6ポ イ ン ト 減 の
3.8％、「悪くなった」は4.3ポイ
ント減で26.7％。時事世論景気
指数は111で、前月から6ポイン
ト上がった。

暮らし向き　昨年の今頃と比
べて「楽になった」は前月比1.7
ポ イント 増 の5.7 ％、「 苦 しく
なった」は3.6ポイント減少して
18.0％だった。

めて議長国を務める20カ国・地
域の首脳会議が大阪市で開催さ
れ、日米欧など先進7カ国ほか、
ロシアや中国、インドなど新興
国が参加した。首脳宣言では、
米中で激化する貿易問題や海洋
プラスチックごみ対策などが盛
り込まれた（6月28日～ 29日）。

商業捕鯨再開：国際捕鯨委員
会を脱退した日本は、1988年以
来中断していた商業捕鯨を日本
領海と排他的経済水域内で31年
ぶりに再開。水産庁は年内の捕
獲上限を227頭にすると公表（7
月1日）。

韓国への輸出規制発動：政府
は、韓国向けの半導体製造素材
3品目の輸出規制を厳格化すると
発表（7月1日）。

国外では、
ホルムズ海峡でタンカー攻撃：

原油輸送の要衝であるホルムズ
海峡に近いオマーン沖で、石油
タンカー 2隻が攻撃を受けた。
ノルウェー企業が所有するタン
カーと日本企業が運航するパナ
マ船籍のタンカーは爆発や火災
が発生したが、乗組員は無事救
助された（6月13日）。

香港で条例改正反対デモ：香
港から中国へ容疑者の身柄の移
送が可能となる「逃亡犯条例」の
改正に抗議する大規模なデモが
あり、香港史上最大の約200万
人（主催者発表）が参加した。香
港政府は前日に改正延期の方針
を示したが、市民は撤回を強く
求めた（6月16日）。

中朝首脳会談：訪朝した中国
の習近平国家主席は金正恩朝鮮
労働党委員長と会談し、非核化
プロセスをめぐる協力強化で一
致した。両国は今年が国交樹立
70年に当たり、2013年の習主席
就任後初めての訪朝（6月20日）。

26年冬季五輪はイタリア：国
際オリンピック委員会は、2026
年冬季五輪・パラリンピックの
開催地にイタリアのミラノ、コ
ルティナダンペッツォを選出し
た。イタリアでの冬季五輪開催
は、20年ぶり3度目（6月24日）。

米中、貿易交渉再開で合意：

◇  告　知　板
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時事世論景気指数
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